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立
窓
工
場
諭

細
切
歩
可
き
が
を
漣
ぺ
花
れ
ど
も
、
府
間
此
外
に
職
工
を
し
て
自
治
を
行
は
し
め
、
産
主
が
智
カ
と
資
力

と
を
以
て
之
を
誘
動
ず
る
広
於
て
は
薬
殺
叉
二
治
大
な
る
替
の
あ
る
可
し
-
郎
は
ち
職
工
を
し

て
共
総
基
金
を
作
一
ら
し
め
て
病
者
負
傷
者
仁
扶
助
を
奥
ヘ
、
業
不
足
な
る
際
仁
は
一
足
主
白
か
ら

五
四
八

多
少
の
酸
金
を
行
ふ
乙
と
恰
唱
天
災
の
場
合
紅
白
昆
室
が
下
賜
金
を
行
ふ
が
如
く
に
な
し
、
叉
老

者
、
寡
婦
、
遺
児
等
に
艶
し
て
は
官
鹿
の
恩
給
の
如
く
充
分
な
る
を
得
歩
と
哲
之
に
和
賞
の
扶
助

を
輿
ヘ
叉
貯
金
の
如
を
は
雇
主
が
裳
預
入
れ
の
世
話
を
な
し
て
最
強
有
利
な
る
貨
殖
法
を
行

は
し
め
或
は
事
情
己
む
を
得
ヂ
し
て
前
借
を
請
求
す
る
者
に
謝
し
て
は
議
舎
の
詮
考
を
待
も

〈
之
に
無
利
子
の
貸
金
を
行
ふ
等
、
行
政
上
の
自
治
髄
の
組
織
を
多
少
之
れ
に
熔
用
ず
る
に
於

て
拡
立
憲
的
工
場
経
笹
洛
は
益
々
完
全
の
域
に
近
づ
く
唱
の
な

5
と
一
五
ふ
可
を
な
-
tリ。

• 

49 

在
す
る
意
義
及
び
楳
カ
を
肘
度
そ
ん
と
す
る
は
非
な
ん
J
O

英
闘
に
於
け
る
閥
王
の
行
動
希
望
及
ば
模
範
は
悉
く
皆
一

の
安
カ
な

b
o
悶
王
拡
永
久
忠
資
に
憲
法
の
根
本
要
件
を

擁
護
す
る
者
と
し
て
懇
闘
の
零
崇
と
愛
慕
と
を
受
く
る
沿
も

の
な

b
L
之。

一
英
図
窓
訟
の
議
宅
精
密
巧
妙
な
る
分
析
者
の
一
人
と
し

一
て
知
ら
る
、
ゥ
オ
ル
タ
!
、
バ
ジ
ヱ
オ
ツ
ト
氏
は
凶
十
五

:プ
J

プ
ヅ
ダ
ス
ト
ン
は
臼
く
っ
英
図
憲
法
上
に
於
て
は
図
…
年
以
攻
女
王
が
閥
舎
の
協
賛
を
経
歩
し
て
専
断
し
得
る

機
運
用
上
の
統
一
、
確
賢
及
び
敏
活
を
期
す
る
が
矯
め
行
一
事
項
し
と
題
し
て
件
前
理
上
王
位
に
溺
ず
る
槌
カ
の
一
切
ど

政
一
概
を
軍
務
機
関
聞
の
掌
中
仁
委
し
大

b
o
之
れ
頗
る
賢
明
一
論
b
、
大
に
蛍
一
時
の
岡
一
誌
を
驚
か
せ
北
y
り

o
b
の
所
ム
一
一
口
は
爾

な
る
紘
一
織
な
ム
ツ

O

故
仁
英
一
周
々
王
は
患
に
岡
家
の
首
長
、
竺
後
一
殆
ん
ど
千
古
不
抜
の
真
理
の
如
く
宥
倣
3
る
h
i
も
の
い
い

る
に
止
ま
ら
歩
、
資
仁
薬
最
高
官
憲
に
し
て
他
の
一
拐
の
一
し
て
、
問
品
協
の
愉
抑
制
唄
に
従
事
す
る
者
に
取
・
9
て
は
蚕
4
珍

大
小
官
実
拡
皆
同
王
の
委
任
に
よ
E

り
絶
勢
に
之
に
服
従
し
一
奇
な
る
所
な
し
と
雄
宅
A
7
誠
仁
美
一
節
を
橋
一
不
一
せ
ん
。

j

て
J
q勤
ず
る
に
過
ぎ
ホ
J
L

と

。

一

主

主

は

陸

軍

を

解

散

し

(

岡

山

法

上

に

於

て

は

主

・

ム

は

一

グ
ラ

y
ド
ス
ト
ン
は
臼
く
っ
太
議
粛
々
と
し
て
金
殿
仁
一
定
数
以
上
の
兵
員
を
募
集
す
る
乙
と
を
得
芝
、
会
軍
司

向
び
、
百
官
之
に
居
後
ず
る
の
威
容
は
異
に
優
勝
仁
し
て
一
令
官
春
以
下
の
震
学
乞
沼
地
中
，
r

る
ζ

と
・
を
得
。
き
・
ヱ
一
は
叉

且
つ
症
般
の
桜
吹
よ
り
と
雌
号
、
躍
に
之
b
v
一
以
て
欧
訓
中
最
一
悉
く
海
兵
を
解
一
役
し
、
一
切
の
艦
購
及
品
仏
海
軍
・
々
需
口
間
引

退
古
く
且
つ
恐
ら
く
其
基
礎
Amaυ
牢
回
に
し
て
関
長
の
零
を
寅
却
す
る
之
主
を
得
。
加
之
女
王
は
3

1

y
ウ
オ
!

崇
を
受
く
る
乙
と
最
活
保
さ
一
王
閣
の
統
治
組
織
中
仁
潜
ル
を
犠
牲
に
供
し
て
締
和
僚
約
L
え
締
結
し
、
英
図
本
土

手民

主議

英
図
憲
法
上
代
於
け
る
閥

王
の
地
位

-
J 

(
其
ご

小

倉

示日

市

線

総

五
回
九
，
・

4 ι  
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50 

五
五
0
.

を
征
服
せ
ん
が
翁
め
の
戦
宰
を
開
始
す
み
乙
と
を
得
。
王
の
法
迎
上
の
権
力
拡
ヱ
リ
ザ
ペ
ス
女
王
の
夫
れ
に
比
し

女
王
は
聯
令
王
闘
内
に
於
け
る
各
人
民
ど
ば
努
女
を
問
て
殆
ん
ど
差
異
あ
る
乙
と
な
〈
、
叉
グ
イ
リ
ト
リ
ヤ
女
王

は
ヂ
悉
く
一
貴
族
と
な
す
乙
之
を
得
。
加
之
女
王
拡
聯
令
が
故
ヱ
ド
ワ
ー
ド
第
七
世
に
遺
譲
し
大
る
所
け
い
、
ヱ
ド
ヮ
。

王
圏
内
の
各
数
区
を
大
政
一
広
域
と
な
し
、
官
吏
の
大
部

I
ド
第
六
世
、
が
八

Y
ザ

1
第
八
世
よ
t
り
緩
か
し
北
る
所
叉

分
を
罷
党
し
、
一
明
の
犯
罪
人
を
赦
免
す
る
乙
と
を
得
。
は
Z

ド
ワ
!
ド
第
一
世
の
崩
御
仁
よ
'
り
ヱ
ド
ワ
ー
ド
第
二

堅
一
一
目
す
れ
ば
女
王
拡
大
雄
作
用
に
よ
ゐ
内
政
一
拐
の
作
一
世
仁
一
務
轄
し
セ
る
所
に
比
し
て
変
質
的
仁
何
等
の
差
異
あ

用
を
顛
緩
し
、
閥
家
の
汚
爆
と
な
る
可
き
宣
戦
総
和
を
一
る
乙
と
な
し
。

な
し
、
又
は
陸
海
軍
を
解
散
し
て
、
外
岡
仁
嚇
刻
し
て
圏
一
最
近
数
週
間
広
於
て
英
関
統
治
の
権
力
は
一
王
よ
い
の
他

家
を
全
然
-
然
防
禦
の
統
一
態
に
招
ら
し
む
る
乙
1
し
を
得
。
一
王
王
将
b
北

6
0
卸
も
悲
喜
交
宅
一
刻
る
の
有
様
な

1
ど
片
1

3PZOL3m-uxoコ
師
同
一

g
z
s
h
k
uハ
同
〈
戸
)
一
要
す
る
広
一
存
人
は
最
古
殿
粛
な
る
可
ぎ
の
時
な
b
c
図
玉

バ
ヲ
ヱ
オ
ツ
ト
氏
の
修
鮮
民
中
的
断
定
は
・
鉱
山
亭
の
輩
を
鷲
一
死
す
、
国
王
寓
歳
!
。
此
特
に
蛍
ム
リ
て
バ
ジ
ヱ
オ
叶
ノ
ト
氏

わ
し
た
ち
し
は
勿
論
な
る
が
、
知
一
理
解
字
の
人
に

3
ヘ
多
…
の
断
定
を
侭
、
が
せ
る
根
本
の
原
理
-
如
何
を
考
察
し
、
氏
の

少
一
設
倒
的
な
ら
之
認
め
ら
れ
芋
り
を
。
左
-
れ
PL
民
の
説
-
紘
…
鋭
利
な
る
分
析
は
果
し
て
精
密
仁
英
一
悶
々
壬
の
近
代
憲
法

佐
々
世
ん
が
看
混
ず
る
一
事
賞
、
邸
も
英
闘
憲
法
上
玉
幸
一
上
の
地
位
を
代
表
す
る
斤
も
の
な
る
や
否
や
o

活
し
来
し
て

j
M
に
臼
保
せ
!
?
れ
ち
・
'
Q
莫
大
の
権
力
を
指
摘
し
大
る
も
の
…
然
ら
と
み
q
J
れ
ば
、
一
土
佐
一
に
濁
し
て
斯
る
様
カ
を
附
興
ず
る

な
L
リ
o

英
図
憲
政
の
護
法
は
資
に
葉
線
を
六
百
年
の
昔
に
…
君
主
闘
は
、
宝
石
ま
の
様
カ
が
如
何
な
る
程
度
仁
注
す
る

援
し
、
爾
・
米
新
規
な
る
憲
法
上
の
施
設
、
制
度
上
の
綿
製
湖
沼
…
迄
は
立
寄
酬
と
都
ず
る
じ
し
を
得
一
町
き
や
の
問
題
を
傍
究
ず

あ
b
し
と
雌
弘
、
王
位
の
憲
法
上
の
地
位
は
事
竜
之
が
翁
る
は
決
し
て
不
遜
嘗
γ
立
井
、
ず
と
信
、
ヂ
o

此
問
題
を
解
決
せ

め
に
影
響
ど
受
く
る
乙
と
な
か
ら
を
の
グ
イ
グ
ト
リ
ヤ
女
ん
と
欲
せ
ば
多
少
歴
史
上
の
事
賞
に
湖
及
一
せ
か
」
る
を
得
歩

L
R
，
 

雑

銭

建

千
六
百
八
十
八
年
の
革
命
を
滋
と
し
て
大
英
閣
の
歴
史
上
述
の
現
象
拡
英
図
史
上
何
れ
の
時
代
に
於
て
弘
戒
程

を
前
後
雨
期
仁
別
つ
拡
一
般
仁
採
用
せ
ら
る
、
区
別
仁
し
皮
迄
拡
奨
躍
な

b
し
と
雄
号
、
加
わ
も
千
六
百
八
十
八
年

て
、
此
紡
に
関
す
る
一
般
人
民
の
観
念
は
極
て
明
瞭
な

'o。
一
以
後
に
於
て
は
此
現
象
は
業
以
前
の
如
く
著
し
か
ら
な
t
り

千
六
百
八
十
八
年
仁
至
る
迄
閤
王
は
憲
法
上
に
於
て
最
宅
一
を
。
本
論
の
目
的
は
貴
仁
芸
家
雌
及
川
凶
原
闘
を
説
明
せ
ん

必
要
に
し
て
且
殺
な
る
要
素
な
t

り
を
。
問
よ
t

り
其
の
他
の
て
と
み
y
る
に
ゐ
る
な
'
り
。

要
素
'
川
町
も
経
絡
的
、
知
識
的
及
ば
政
治
的
保
件
と
蹴
宅
各
一
然
ら
ば
千
六
百
八
十
八
年
の
革
命
が
英
国
々
王
の
地
位

時
代
の
盛
衰
を
，
左
右
す
る
の
原
因
と
な
ん

J

し
は
事
貸
な

b
一
に
及
ぼ
し
み
払
る
影
響
果
し
て
如
何
。
蓋
砂
倒
防
柑
じ
至
る
迄
約

と
雛
弘
、
然
か
苦
闘
王
の
如
く
爾
か
く
緊
密
な
ら
合
ι
り
を
。
一
一
百
年
間
英
図
が
二
個
の
政
議
に
別
れ
て
相
関
く
に
豆

hJ

貨
に
閥
王
の
一
毅
一
笑
は
臨
も
仁
岡
氏
の
利
害
休
戚
仁
闘
一
・
1
h
L

る
問
題
の
要
欧
州
は
、
問
王
と
幽
合
之
の
中
何
れ
か
行
政

係
し
セ
る
な
L
リ
0

国
よ
f

り
ヱ
ド
ワ
!
ド
第
三
世
『
ζ

離
電
子
一
部
を
支
配
す
可
を
や
広
ゐ
'
り
を
。
此
問
題
は
政
治
上
よ
F

り

一
二
百
間
十
九
年
の
疫
病
大
続
行
を
阻
止
す
る
乙
と
能
は
も
パ
二
観
察
す
れ
ば
所
習
1

指
数
徒
輩
命
し
の
呉
国
北
t
り
を
。

ろ
し
の
み
な
ら
ヂ
、
共
結
果
を

3
ヘ
緩
和
す
る

E
能
は
ぎ
一
雨
院
は
、
倒
王
陛
下
が
内
外
諸
般
の
政
務
を
裁
断
せ
ら

1

り
を
o
叡
相
官
類
ひ
な
を
ヱ
リ
ザ
ペ

λ
女
王
ず
ら
、
南
米
の
一
る
1
B

仁
蛍
s

り
て
は
、
閥
舎
が
信
頼
す
る
に
足
る
可
を
宅

銀
鍍
よ
1

り
産
出
し
セ
る
多
額
の
銀
愉
%
が
敵
洲
市
場
仁
侵
入
一
の

E
認
め
一
文
る
ゑ
議
官
、
大
使
、
及
ぴ
奨
他
の
高
官
に

し
大
る
が
潟
め
英
図
民
、
が
受
け
北
る
苦
痛
を
除
を
去
る
乙
一
諮
一
副
し
粉
拡
ん
乙
F

乙
を
伏
し
て
奏
請
し
奉
る
。
若
し
陛

.
1
ζ

能
は
か
」
よ
り
し
は
亨
貨
な
L

り
と
雄
、
然
か
が
も
大
局
に
於
て
一
一
F
に
し
て
此
奏
請
を
採
納
し
給
は
芯
る
に
於
て
は
、
必

は
明
君
出
づ
れ
ば
悶
民
拡
競
腹
盤
・

J

援
の
奨
を
鈴
し
み
、
暴
婆
な
る
経
費
を
捧
呈
す
る

E
能
以
w
d
る
の
み
な
ら
歩
、
軍

君
来
ら
ば
老
幼
櫛
墾
仁
特
b
て
岡
歩
困
難
広
一
趨
く
は
争
ゐ
海
外
仁
於
け
る
新
数
従
を
扶
助
し
給
拡
ん
之
す
る
聖
旨

可
か
p
h
J
2

る
所
な
t
n
y

を

。

‘

に

副

ぴ

来

る

乙

E
C
能
以
含
る
に
至
る
可
し
。

也、、， 

6f 

務
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五
五
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仏
広
伸

ホ
ポ

之
れ

vr
ム
が
千
六
百
四
十
一
年
十
一
月
岡
主
に
封
ず
る
図
る
先
例
ど
復
興
し
な
る
に
止
ま

h
i
ス
ト
ラ
ヅ
ド
プ
オ

I

舎
の
地
位
を
一
切
ら
-
わ
に
せ
ん
が
翁
め
会
図
民
に
一
公
表
し
北
ド
仁
封
ず
る
n
公
民
機
械
奪
の
底
分
は
単
に
近
時
の
口
硝
仰
を

グ
ラ
ン
ド
、
レ
品
b
γ
λ
ト
ヲ

ν
ス

る
所
間
「
大
抗
議
書
L

中
最
川
市
著
明
な
る
一
句
な
--AJO

結
守
し
北
る
に
過
ぎ
ヂ
。
然
る
に
大
抗
議
書
に
於
て
要
求

‘
寸
岡
舎
が
信
頼
す
る
仁
足
る
可
を
が
も
の
と
認
め
花
る
多
議

tutる
原
則
は
之
等
の
場
合
と
は
大
に
異
起
を
異
仁
せ
る

官
公
々
」
の
如
を
概
括
的
の
ム
一
一
口
併
を
用
ぴ
捻
る
婆
求
は
資
が
も
の
に
し
て
、
英
意
義
は
逢
か
に
深
長
な
ん
き
。
郎
・
丸
岡

仁
実
関
憲
政
史
上
異
例
を
凡
カ
パ
」
る
所
品
。
回
よ
ら
大
目
安
抗
議
虫
日
の
目
的
は
従
来
闘
王
仁
よ
ら
代
表
せ
ら
れ
食
る
行

任
の
制
度
は
従
来
常
に
支
持
せ
ら
れ
花
・
る
所
に
し
て
、
ワ
'
J

政
儲
怖
を
断
然
明
確
に
上
ド
雨
院
の
様
力
的
仁
一
郭
移
せ
ん
と

イ
キ
ハ
ム
の
ウ
イ
リ
ヤ
ム
は
千
一
一
一
百
レ
七
十
一
年
の
岡
舎
大
一
ず
る
仁
あ
A
O

動
乱
に
苦
し
め
ち
れ
い
・
北
る
時
献
に
附
初
来
閥
舎
が
如
何
な
る
一
此
紡
乙
そ
は
貨
に
此
内
乱
(
長
期
鴎
舎
中
に
於
け
る
)
仁

緩
遼
を
な
す
可
を
や
を
務
知
し
文
る
者
の
如
し
。
弾
劾
正
一
よ
か
て
決
定
せ
ら
れ
セ
る
政
治
問
題
の
要
欧
州
な
ら
を
。
左

稲
ず
る
式
器
は
、
倒
王
の
明
を
蔽
ふ
が
'
如
き
好
徒
を
借
地
罰
一
れ
ど
蛍
時
に
於
て
は
此
新
原
則
の
勝
利
は
下
の
ご
個
の
原

せ
ん
が
斜
め
銃
仁
千
一
一
一
百
お
十
六
年
を
以
て
案
出
せ
ら
れ
一
因
仁
よ
ら
て
隠
蔽
せ
ら
れ
セ
t
リ
。
英
一
を
グ
ロ

Y

ウ
ヱ
ル

北
6
0
之
よ
ち
が
も
瓦
に
一
一
般
恐
る
可
を
式
器
削
も
会
民
穣
の
図
様
掌
握
と
な
す
。
彼
れ
が
行
政
権
を
園
舎
に
附
輿
す

椀
奪
係
例
(
〉
2
0
m
〉
立
科
目
口
仏
ゆ
と
は
既
に
チ
ユ

I
ト
y
王
朝
み
た
を
嫌
忌
す
る
の
念
は
決
し
て
λ
チ
ユ
ヅ
}
ト
系
に
腐

が
死
守
せ
る
金
城
銭
感
の
一
な

b
き
。
左
れ
ど
ス
チ
ユ
ワ
ず
る
諸
王
に
劣
ち
ゃ
C
F

り
さ
。
英
二
は
千
六
百
六
十
年
の
王

l
ト
王
朝
の
初
期
仁
於
て
閥
民
の
指
導
者
炉
提
出
し
な
る
故
後
古
に
よ
ιリ
て
や
お
起
せ
ら
れ
大
る
沸
く
が
如
き
、
然
か

要
求
は
、
会
く
一
の
新
原
則
の
確
認
せ
ら
れ
ん
じ
し
を
目
的
も
過
渡
的
な
る
熱
誠
な

b
e。
同
事
件
に
よ
s

り
て
法
起
せ

と
す
る
要
求
に
外
な
ら
ま
よ
リ
を
。
ミ
ヅ
ド
ル
セ
ツ
キ
ス
叉
ら
れ
北
る
忠
誠
の
熱
情
漸
く
減
減
す
凶
心
仁
及
ん
で
上
述
の

は
バ
ヅ
キ
ン
グ
ム
の
弾
劾
は
唯
第
十
回
世
紹
仁
行
は
れ
セ
原
則
は
再
ぴ
其
頭
を
擾
げ
大
よ
り
。
邸
此
原
則
、
文
る
や
先
仁

総;
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w 

は
グ
一
フ
レ
ン
ド
ン
の
弾
劾
事
件
仁
よ
t
り
て
試
験
的
に
容
認

せ
ら
れ
、
後
に
は
ダ
ン
ピ
!
の
弾
劾
事
件
に
よ

b
て
一
房

総
認
せ
ら
れ
文
る
唱
の
な
る
が
、
千
八
百
六
十
六
年
の
革

命
終
息
の
時
に
至
。
て
も
命
唯
だ
獄
認
せ
ら
れ
た
る
の
み

仁
し
て
、
英
明
白
且
つ
終
秘
的
な
る
決
定
は
不
思
議
仁
奇

怪
矩
し
食
ム
ツ
O

脱
に
前
述
せ
る
が
如
く
従
来
の
著
書
拡
皆
新
蓄
雨
制
度

の
分
水
界
を
以
て
千
六
百
八
十
八
年
な
ら
と
す
る
の
紡
に

於
て
一
致
し
、
五
日
人
も
亦
此
設
の
或
意
味
仁
於
て
正
蛍
な

る
L
し
を
承
認
す
る
者
な
れ
ど
ρ
古
川
事
賃
上
千
六
百
八
十
九

年
よ
L

リ
千
七
百
O
二
年
に
至
る
迄
英
図
の
政
策
は
一
仁
内
ノ

イ
リ
ヤ
ム
第
三
世
の
親
裁
に
係
台
、
間
務
大
臣
は
名
賀
共

仁
倒
王
の
政
策
を
遜
行
ず
る
奴
僕
に
渇
ぎ
歩
。
問
舎
は
努

め
て
閥
王
の
専
断
を
防
止
せ
ん
と
せ
し
昔
、
然
が
も
閥
玉

の
意
思
は
丁
と
し
て
行
は
れ
古
る
所
な
か
λ
ツ
き
。
之
れ
何

人
と
雛
も
疑
ふ
能
は
な
る
所
な
J

り
ぬ
ア
ン
女
王
の
治
下
に

於
て
す
ら
君
主
の
個
人
的
性
向
拡
闘
務
の
遂
行
上
重
大
な

る
一
袋
索
な
t
り
を
。
制
よ
L

リ
王
権
総
は
百
方
劃
策
の
結
果
同

女
王
の
一
継
機
に
点
。
興
ず
る
乙
と
を
得
る
じ
歪

b
tる
は
事

63 

雑

銭

貨
な
L
U
ι

蹴
港
、
ザ
之
れ
彼
等
が
立
法
府
の
信
任
を
有
し
北

る
一
種
特
種
の
理
由
に
基
く
唱
の
な
ム
リ
。
斯
く
て
君
主
は

信
頼
す
可
を
顧
問
官
の
遊
中
一
一
口
を
選
揮
す
る
に
蛍
t
り
、
無
制

限
の
行
動
を
な
す
乙
と
能
拡
念
る
仁
歪
ち
大
る
宅
、
然
か

も
根
本
的
の
政
策
は
一
に
君
主
仁
出
で
、
彼
等
叶
仲
間
早
仁
之

に
付
を
て
補
弼
の
責
を
充
文
ず
に
滋
ぎ
ム
少
し
て
、
ア
ン
女

王
も
亦
其
先
王
の
翁
せ
じ
所
仁
倣
び
、
各
漣
内
閣
舎
議
仁

親
臨
し
、
卒
先
し
て
議
事
を
監
税
指
導
し
、
食
ん

J

を。

上
越
の
理
由
に
よ
F

町
ノ
、
英
図
憲
政
史
上
仁
於
て
資
際
新

和
平
ん
を
劃
し
大
る
唱
の
は
決
し
て
和
蘭
の
す
イ
リ
ヤ
ム
仁

非
ホ
ノ
し
て
川
ノ

i
バ
!
の
，
ジ
ョ
ー
ジ
な
L
リ
。
若
し
果
し
て

チ
ヱ
!
ル
の
一
万
へ
る
が
如
く
っ
立
憲
君
主
と
は
君
臨
す
れ

ど
が
も
統
治
せ
合
る
も
の
し
な
S9と
せ
ば
、
英
閣
に
於
け
る
ロ
誠
一

初
の
立
憲
君
主
は
ジ
ヨ
!
?
第
一
世
な
h
し
な

b
o
由
来

英
闘
に
於
て
重
要
な
る
憲
絵
上
の
改
援
は
多
く
偶
然
の
出

来
事
仁
共
漁
を
護
せ
る
dυ

の
ず
る
が
、
此
場
合
仁
一
於
て
も

亦
偶
然
の
出
来
事
否
寧
ろ
数
多
の
偶
然
の
出
来
事
が
集
合

せ
る
結
果
な
J

り
を
。
一
万
来
ジ
ョ
ー
ジ
第
一
世
性
致
活
英
語

を
解
せ
ー
ヂ
、
サ
}
、
ロ
バ
!
ト
、
η
f
t
y

ポ

i
L
F
は
会
く
濁
逃

ー近
嵐

一一一一ーー・・司弘、、



砂
留
民
-

ssa 

諮
を
知
ら
下
、
従
て
内
閣
舎
議
は
往
々
国
王
の
親
臨
を
厭
殆
ん
ど
樹
立
せ
ら
れ
，

t
tリ
o
却
も
(
一
)
内
閣
は
政
治
的
に

ふ
の
念
を
生
b
、
斜
め
に
閥
王
は
滋
に
全
く
内
問
舎
議
に
云
ヘ
ば
常
に
協
同
一
致
の
狭
態
に
あ
ら
ぎ
る
可
が
ら
み
ア
。

列
席
せ
含
る
に
歪
れ

6
0
此
事
費
は
内
閣
制
度
、
が
完
成
せ
(
二
)
内
閣
の
旗
職
以
其
時
代
に
於
け
る
閥
舎
多
繋
県
の
意

ら
れ
、
大
臣
責
任
の
主
義
及
び
閥
王
無
責
任
の
原
則
が
総
見
を
代
表
す
る
弘
の
な
ら
な
け
心
可
か
ら
歩
。
業
後
に
去
ら

立
せ
ら
る
L

に
支
A
J
花
る
最
大
原
因
な
ら

d

之
す
。
蓋
し
図
て
前
二
個
の
原
則
に
比
す
る
電
其
重
裂
の
皮
に
於
て
査
も

王
に
し
て
草
に
形
式
上
な
よ
リ
と
す
る
号
、
内
閣
合
議
に
親
一
劣
ら
含
み
他
の
ニ
原
則
瓦
に
後
生
し
た

b
o
英
図
仁
於
て

臨
し
て
異
議
事
に
閥
興
ず
る
限
1
9
閥
壬
無
責
任
の
原
則
は
一
一
は
集
合
的
叉
は
相
互
的
責
任
の
主
義
は
久
し
く
内
閣
政
治

到
底
確
立
し
得
ぎ
る
可
け
れ
ば
な
ら
。
斯
く
て
ジ
ョ
ー
ジ
一
の
根
本
的
僚
件
E
ζ

宥
倣
3
れ、
x
bし
号
、
英
一
般
仁
容
認

第
一
世
以
降
図
玉
は
決

L
て
内
閣
合
議
仁
列
席
せ
た
」
る
と
て
せ
ら
れ
北
る
は
第
十
八
佐
和
終
末
の
十
年
聞
に
し
て
、
第

と
h
な
れ
ん
Jo

好
古
皐
者
或
は
一
一
一
ニ
の
反
訴
事
費
な
る
宅
十
九
世
紙
に
至
る
迄
は
完
全
に
樹
立
せ
ら
ふ
と
I
ζ

な
か
J

り

の
を
壊
、
げ
て
予
の
説
を
駁
せ
ん
と
誠
む
る
宅
の
あ
y
り
と
維
を
。
之
よ
I
9
宅
真
に
一
一
般
緊
要
な
る
は
内
閣
の
諸
員
は
共

告
予
の
所
論
は
決
し
て
之
が
鋳
め
に
影
響
せ
ら
る
‘
、
乙
と
同
の
首
長
に
従
属
す
る
M

も
の
な
ウ
と
の
原
則
、
却
も
内
閣

な
し
。
要
す
る
に
行
政
府
を
全
然
立
法
府
に
隷
属
せ
し
め
員
中
仁
あ

b
て
は
総
理
大
臣
が
優
勝
の
地
位
仁
あ
の
と
の

キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
、
シ
ス
テ
ム

ん
と
す
る
の
企
間
中
内
閣
制
度
よ
t
り
有
効
忍
る
唱
の
は
主
義
な
ら
と
ず
っ
サ
!
、
ロ
バ
l
ト
、
ワ
ル
ポ
i
ル
の
執
政

あ

ら

診

る

可

し

。

以

前

の

大

臣

に

あ

L
ツ
て
は
、
斯
わ
る
名
都
を
附
す
る
に
越

然
る
に
此
内
閣
制
度
の
稜
建
は
偶
然
の
事
費
仁
よ
ιり
て
す
る
が
如
き
宅
の
一
人
宅
あ
る
L
し
な
く
、
叉
ワ
ル
ポ
ー
ル

促
が

3
る
ー
も
に
宝

b
号
。
之
れ
奇
妙
に
し
て
且
つ
特
筆
す
は
斯
わ
る
名
稀
を
ば
獄
烈
仁
…
排
斥

L
t
t
9
0
左
れ
ど
事
資

可
を
事
費
な
t
o
I
ζ

す
。
第
十
八
位
和
の
初
期
に
品
質

b
て
泣
口
上
英
閣
に
於
て
最
一
初
に
線
理
大
院
な
る
官
職
仁
就
任
し
文

人
の
所
溜
内
閣
政
治
の
制
度
に
必
要
注
る
二
個
の
原
則
は
る
唱
の
が
ワ
ル
ぷ
l
L
F
な
'
り
し
は
疑
ふ
可
か
ら
含
る
所
な

雑

6会

五
五
回

'
0
・0

闘
よ

b
彼
は
果
し
て
国
王
の
意
思
に
反
す
る
場
合
に
中
唯
単
仁
総
理
大
臣
北
る
の
故
を
以
て
場
図
の
運
命
を

於
て
宅
倫
其
官
臓
に
留
ま
ら
得
、
た
る
可
き
や
否
や
は
設
に
左
右
し
花
る
が
如
を
唱
の
あ
る
乙
『
乙
な
〈
、
禁
の
内
閣
に

断
言
す
る
と
と
を
得
、
d

れ
ど
号
、
一
彼
以
下
院
の
信
佳
子
-
失
~
列
す
る
は
必
ホ

J

戎
る
他
の
官
職
上
の
資
格
に
於
て
す
る
も

ふ
や
否
や
其
職
を
辞
し
北
る
は
王
確
な
る
事
費
な

b
と
一
の
な
る
が
'
却
し
c

凶
よ
ら
今
日
に
於
て
は
蝶
か
る
現
象
は

ず
。
兎
に
角
内
閣
に
あ
F

り
て
は
彼
が
首
長
、
r
bし
は
宗
ふ
一
・
英
同
政
治
組
織
の
特
色
と
し
て
一
般
の
知
る
所
な
る
号
、

可
・
わ
ら
ぎ
る
所
に
し
て
、
彼
の
同
僚
は
全
く
彼
に
殺
崩
し
二
而
わ
宅
非
常
の
幾
則
投
る
を
兎
わ
れ
や
/
O

要
す
る
に
最
も

彼
院
事
責
上
薬
の
欲
す
る
所
に
従
び
て
彼
等
の
住
菟
離
脱
砂
著
明
な
る
事
資
拡
之
れ
な
ら
、
印
も
英
図
政
陸
上
の
鴨
獲

を
断
行
し

t
b。
彼
は
奇
矯
幅
吐
を
催
す
が
如
き
新
稀
披
は
り
ル
ポ

i
ル
執
構
の
時
に
及
ば
て
一
段
落
を
告
げ
、
雨

を
排
斥
し
セ
る
可
き
る
、
然
か
d
u
彼
は
英
の
久
し
を
に
渉
後
最
高
の
行
政
権
は
確
安
且
つ
終
局
的
に
、
性
賃
上
唯
一

!
り
て
英
図
政
界
の
貴
様
子
)
握
れ
る
聞
に
於
て
、
官
職
上
に
の
単
位
を
組
成
せ
る
図
務
大
臣
の
邸
機
、
印
も
内
問
に
蹄

新
規
の
一
痕
跡
を
遺
し
食
る
拡
誤
b
な
き
所
な
1

り
と
す
。
然
し
、
此
の
内
閣
は
常
に
閥
舎
の
多
数
議
に
よ
ら
て
組
織
せ

る
に
此
の
官
臓
は
千
九
百
O
五
年
に
至
る
迄
、
先
例
と
し
ら
る
、
の
み
な
ら
歩
、
問
員
間
に
於
〈
は
相
互
責
任
の
以

て
一
般
の
容
認
す
る
所
と
な
ら
も
d

ら
し
の
み
な
ら
歩
、
今
別
承
認
せ
ら
れ
、
且
つ
関
員
は
皆
総
理
大
臣
忠
一
隷
属
す
る

日
官
報
上
に
於
て
は
る
用
語
と
し
て
斯
か
る
稀
続
を
用
ふ
に
至
れ
'
ク
O
(
F
O
E
M
W
O
m
ω
z
q、句作何
rMV
・吋

-
u
o
i
u
u
-
P
3
・

る
も
¥
然
か
宅
政
治
上
よ
I

り
観
察
し
て
来
し
て
具
購
的
の
げ
0
3
-
H
L
F
o
m
E
F
同
〈
N
み
の
吋
白
戸
口
…
口
問

ω
い
・
ぬ
ふ
と

存
在
を
有
ず
み
者
な
る
や
否
や
は
来
、
だ
疑
問
な
よ
り
と
云
は
英
図
憲
法
上
仁
総
理
大
臣
な
る
も
の
が
販
は
る
弘
之
同

才
る
可
か
ら
歩
。
一
般
の
観
念
よ
F

り
之
れ
を
試
験
す
る
仁
時
に
、
園
主
は
革
命
以
前
に
於
け
る
地
位
を
喪
失
し

t
b
o

此
の
官
臓
は
何
等
の
反
響
を
墨
せ
や
Jo

邸
寸
り
此
の
官
職
に
位
し
此
の
断
定
は
純
然
、
文
る
法
律
論
に
あ
ら
み
が
/
し
て
寧
ろ

は
何
等
棒
給
上
の
規
定
な
し
o

加
之
英
岡
原
朝
の
政
治
家
慣
例
の
範
閣
に
局
す
る
唱
の
な
る
事
を
注
意
せ
合
る
可
か
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雑

長先

、

五
五
五



1
1
i
z
t
町

、

e
J

雑

'

町

間

総

・

九

、

五

五

六

町
内
ら
下
/
O

バ
ル
ブ
山
4
7兵
は
千
九
百
O
二
信
ー
に
断
中
一
目
し
て
日
径
を
有
す
る
各
省
長
官
の
補
弼
を
侯
、
究
会
』
る
可
か
ら
歩
℃

「
総
理
大
臣
は
総
理
大
臣
と
し
て
何
等
成
交
法
上
の
義
務
左
れ
ど
憲
法
は
全
然
王
位
に
あ
，
る
者
の
濁
立
の
ム
仔
・
在
を
滅

を
有
せ
歩
。
其
の
名
稀
は
議
舎
が
制
定
し
、
な
る
洛
律
中
に
却
せ
ん
と
す
る
唱
の
に
非
歩
。
叉
斯
わ
る
企
簡
を
な
し
セ

於
て
後
見
す
る
事
を
得
、
c
る
の
み
な
ら
A
V
J

、
憲
政
制
度
上
一
る
乙
・
と
な
し
。
期
〈
形
式
的
方
而
よ
』
り
観
察
し
た
る
政
治

に
於
て
い
臥
最
唱
重
要
な
る
地
伎
を
有
す
る
号
、
閣
法
上
利
…
上
の
責
任
は
閥
王
よ
ム
ツ
内
閣
に
務
轄
し
な
t
り
と
践
活
、
然

等
の
地
位
を
宅
認
め
ら
る
、
‘
事
な
し
し
と
。
グ
フ
ヅ
ト
ス
…
か
も
捌
玉
、
が
政
治
上
の
事
項
に
閥
し
、
自
己
の
意
思
及
び

ト
ン
氏
拡
臼
へ

b
ベ
世
界
演
し
と
雄
港
英
図
総
理
大
臣
の
一
一
件
榔
閣
に
従
び
て
直
接
仁
行
動
す
る
乙
と
を
得
る
範
囲
拡
今

如
く
斯
く
大
な
る
貴
簡
を
有
す
る
に
も
拘
ら
歩
斯
く
小
な
一
億
漠
然
と
し
て
残
存
し
っ
、
あ
る
を
見
る
ο

る
影
跡
を
倖
ふ
も
の
あ
る
事
な
く
、
斯
く
大
な
る
権
力
を
一
千
八
百
三
十
レ
七
年
女
王
グ
イ
グ
ト
リ
ヤ
が
王
位
に
上
る

有
す
る
に
電
拘
ら
ふ
夕
、
形
式
上
の
稀
漉
叉
は
特
権
の
紡
ょ
一
ゃ
、
上
述
せ
る
王
様
の
範
闘
が
殆

f
零
位
ド
ト
迄
縮
少
せ
ら

ム
リ
見
〈
、
斯
℃
微
々
、
党
る
喝
の
あ
る
乙
と
な
し
し
と
。
一
る
可
き
機
合
少
な
か
ち
ヂ
し
て
、
英
如
何
は
一
仁
此
新
岡

(
F
o
f
、H
4
5
Q
0
4
2
2
3け

om
何
D
m
H

恒
三
ご
U
-
H
M
ω
-
H
M

ゆ
)
一
ヱ
ム
の
一
身
仁
-
繋
・
り
を
。
一
苅
奈
川
ノ

i
グ
ア
!
王
統
仁
一
勝
ず

次
仁
内
閣
の
地
位
活
亦
訟
律
上
の
容
認
を
得
崎
、
C

る
紡
に
於

7
0女
王
の
先
任
者
は
、
皆
同
長
の
同
情
を
惹
き
叉
食
は
其

て
け
い
、
英
首
長
北
る
総
理
大
臣
の
地
位
に
等
し
。
設
仁
歪
へ
の
零
散
を
博
す
る
が
如
き
措
置
を
採
ら
W
C
J
り
を
。
ジ
ヨ

i

b
て
始
め
て
五
日
人
以
本
論
の
境
頭
仁
掲
げ
北
る
濁
蹴
酬
の
鼠
ハ
ジ
第
一
世
及
び
第
二
世
拡
?
大
陸
閥
捗
の
案
件
に
付
き
て

意
を
了
解
す
る
乙
と
を
得
る
な
よ
ツ
。
絵
理
上
上
t

り
一
五
へ
ば
は
少
な
が
ら
や
C

る
勢
力
を
有
し
文

6
し
述
、
大
英
国
の
内

閣
王
は
現
今
仁
於
て
唱
俗
伝
重
大
な
る
権
カ
を
有
す
れ
ど
政
に
闘
し
て
は
殆
ん
ど
器
不
関
お
な
る
態
度
を
持
し
、
異

も
、
英
雄
カ
を
行
使
す
る
に
嘗
ム
'
て
は
、
一
方
に
於
て
け
い
内
の
利
害
関
係
仁
焦
慮
す
る
の
念
は
専
ら
川
ノ
}
バ

l
仁
集

閣
な
る
舎
議
髄
を
組
織
し
、
他
方
仁
一
於
て
は
相
互
的
仁
責
中
せ
ら
れ
文

b
o
ジ
ョ
ー
ジ
第
一
一
一
世
の
初
年
に
歪
I

り
て
は
ー

一
時
的
な
が
ら
明
瞭
に
君
主
閥
的
観
念
の
復
興
を
見
、
官

b

仁
よ

b
て
宅
之
を
知
る
事
を
得
可
し
o

ウ
イ
ザ
ヤ
ム
第
四

此
の
青
年
閥
王
は
岡
県
正
の
英
閥
人
に
し
て
、
印
位
の
蛤
め
世
は
資
性
索
撲
快
活
に
し
て
、
加
か
電
慈
愛
の
情
仁
宮
み
、

よ
J

り
ポ
ー
リ
ン
グ
プ
ロ
ー
グ
の
所
諒
一

B

愛
国
王
し
の
政
治
思
多
少
岡
兵
の
輿
墜
を
挽
回
し
た
ら
し
が
、
決
し
て
幽
王
の

恕
を
以
て
共
の
理
想
と
な
し
、
且
つ
之
を
費
税
せ
ん
と
誠
骨
骨
殿
を
快
復
す
る
の
策
仁
出
で
な
ιリ
を
。

(
O口
作
印
口
〈
山

n叶
0
・

み
柁
・
6
0
静
岡
持
の
形
勢
上
主
の
試
験
は
一
時
頗
る
好
望
な
号
.
ω
F
2
g
p
L
-
N
α
)
放
に
が
J
r
i

グ
ト
リ
ヤ
女
王
卸
位
の

る
が
如
く
に
見
え
し
昔
、
然
が
宅
玉
の
知
識
は
窓
に
其
野
崎
仁
於
て
は
君
主
闘
と
し
て
の
英
閣
の
地
位
は
恰
か
唱
累

望
に
反
ば
ホ
ノ
し
て
-
邸
依
後
第
十
年
よ
よ
り
第
三
十
年
に
至
卵
の
危
ふ
を
に
あ
ら
し
と
一
五
ふ
活
過
ム
一
一
口
に
非
ヂ
。
欧
洲
会

る
聞
に
於
て
王
閣
の
政
治
組
織
は
全
く
奈
乱
の
絡
に
達
せ
般
の
思
潮
拡
決
し
て
制
度
と
し
て
君
主
図
植
を
謡
歌
ず
る

b
o
千
七
百
八
十
三
年
に
至

b
て
、
少
壮
気
鋭
の
天
才
ピ
替
の
な
く
~
王
様
の
地
歩
正
広
蝶
難
の
極
に
建
せ
'
h
J
O
T

Y
ト
は
起
っ
て
閥
玉
を
補
翼
す
る
に
歪
ら
し
が
、
千
七
百
八
百
十
五
年
の
審
制
復
興
に
な

b
て
、
一
皮
・
衰
勢
挽
岡
の

八
十
八
年
悶
王
は
一
時
精
紳
錯
乱
の
放
態
に
陥

b
、
窓
L

V

兆
あ
t

り
し
宅
建
に
成
ら
示
。
倣
闘
に
於
て
は
正
統
君
主
主

千
八
百
十
年
会
く
精
紳
を
喪
失
す
る
に
至

b
し
を
以
て
、
一
義
は
再
び
倒
れ
て
、
ル
ィ
、
ブ
小
リ
ヅ
プ
の
平
民
的
王
制

図
民
怨
嵯
の
務
は
鑓
b
て
字
ば
嚇
笑
的
の
同
情
と
な
る
仁
之
に
代
れ

b
。
西
岡
u
A
α

南
伊
太
利
に
於
て
は
、
プ
ル
ボ

至
れ
-ba
ジ
ョ
ー
ジ
第
四
世
は
図
王
と
し
て
昔
、
賂
叉

y

王
統
弘
一
時
反
動
的
勢
力
を
振
び
し
号
、
自
由
を
愛
す

麟
政
と
し
て
宅
、
相
蛍
な
る
政
治
的
才
能
を
有
せ
し
号
、
る
の
図
艮
は
決
し
て
之
れ
が
翁
め
仁
君
主
制
度
を
讃
美
す

彼
は
敢
て
王
位
の
零
肢
を
妖
復
せ
ん
と
試
み
苫
る
の
み
な
る
に
ま
る
が
均
を
徴
候
な
を
の
み
な
ら
歩
、
潤
越
の
諸
邦

ち
歩
、
盛
aυ
民
必
を
牧
援
す
る
が
'
却
を
策
に
出
/
ミ
‘
C

ら
を
。
に
於
て
は
千
八
百
十
五
年
の
候
約
充
分
に
行
は
れ
歩
。
司

彼
れ
が
如
何
に
岡
兵
の
間
に
韓
望
を
失
墜
せ
し
か
は
、
彼

V

ス
タ
シ
チ
ノ
!
プ
ル
に
於
て
拡
、
希
脳
人
の
盛
ん
仁
土

の
不
宰
な
る
臨
偶
者
が
不
相
官
な
る
議
春

ζ
婦
も
得
北
る
耳
業
間
一
王
仁
都
内
し
て
攻
撃
佐
加
ふ
る
み

6
0
要
す
る
に
蛍

57 
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雑

銭
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五
五
八
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時
君
主
主
義
は
資
に
孤
日
落
城
の
悲
境
に
枕
論
し
た
る
唱
な
る
時
代
の
幕
ほ
聞
が
れ
た
t
リ
っ
一
方
仁
於
て
王
舵
は
俄

の
と
一
五
ふ
可
し
。
予
は
過
会
必
ず
世
紀
問
に
於
て
欧
洲
に
起
狭
に
し
て
英
図
の
政
務
に
関
し
て
過
渡
の
干
渉
を
な
す
宅

b
t
る
閥
土
の
分
A

旬
、
帝
王
連
合
事
業
の
優
位
、
プ
ラ
ン
叫
の
な
ら
と
の
疑
を
受
け
北
る
と
岡
崎
仁
、
他
方
に
於
て
女

V

ス
、
グ
ヨ
セ
プ
晴
、
グ
イ
グ
ト
ペ
ヱ
マ
コ
エ
ル
玉
、
ク
一
玉
は
女
性
の
特
色
を
溌
揮
し
て
王
配
の
識
量
仁
信
頼
し
、

イ
リ
ヤ
ム
帝
及
び
奨
の
組
側
逸
仁
一
於
け
る
相
綾
者
等
?
に
付
ゆ
二
彼
の
傘
践
を
維
持
せ
ん
が
潟
め
に
焦
慮
せ
し
が
矯
め
、
苅

て
設
に
喋
々
せ
・
一
y
o
左
れ
ど
、
グ
イ
グ
ト
リ
ヤ
女
王
践
緋
の
一
で
王
者
の
器
仁
非

-
J
V
J

と
の
誹
読
を
受
く
る
に
歪
れ
ら
-o
左

常
時
仁
於
て
、
君
主
主
義
が
如
何
に
其
勢
力
を
失
盤
し
辰
一
れ
ど
千
八
百
六
十
年
玉
配
亮
去
の
宙
ず
あ
る
や
、
女
王
は
益

、
北
る
か
、
及
び
同
女
王
崩
御
の
以
前
に
於
て
阿
主
義
の
俊
一
閥
民
よ
J

り
深
厚
な
る
同
情
を
受
付
文
・
-
h
/
O

之
れ
女
王
が
河

興
が
如
何
仁
顕
著
な
ム
ツ
し
わ
を
記
述
す
る
は
決
し
て
無
用
一
犠
の
境
遇
に
あ
る
唱
の
に
濁
し
て
常
に
衷
必
ょ
ん
憐
怒
の

に
非
・
?
と
信
ポ
ノ
。
但
し
予
は
下
に
於
て
は
躍
に
英
閣
の
王
一
情
を
乗
れ
い
給
ひ
し
に
よ
る
。
斯
て
会
問
民
は
哀
悼
の
念
ぷ

位
に
付
い
て
の
み
論
述
せ
ん
と
す
。
千
八
百
三
十
七
年
ず
一
充
3
る
弘
之
岡
崎
に
、
亦
悔
恨
の
戚
に
紛
へ
も
d

る
も
の
あ

イ
グ
ト
り
ヤ
女
王
践
昨
の
時
に
蛍
t
り
て
は
英
倒
の
王
位
は
一
y
り
を
。
護
側
民
は
従
来
王
配
を
誤
解
し
た
る
を
以
て
、
此

資
際
残
燈
明
滅
の
特
位
、
だ
し
を
に
は
至
ら
も
d

る
昔
、
少
な
く
一
の
機
に
於
て
実
の
過
を
俄
悔
せ
ん
B

・
p

・
-
」
試
み
文
れ
ば
な
ら
'
0

宅
不
安
の
吠
態
に
あ
ら
し
は
事
資
な
t
り
。
女
皇
は
期
か
る
一
音
等
今
は
能
く
主
配
の
真
意
を
知
る
。
偏
狭
な
る
厭
嫌

危
急
存
む
の
時
に
於
て
王
位
を
縫
承
し
文
る
を
以
て
図
民
の
念
は
会
〈
閉
白
砂
せ
ら
。
王
配
統
仁
な
し
。
恕
ヘ
ば
其

の
同
情
は
自
然
仁
之
に
趨
け
'
り
。
印
位
の
一
初
期
仁
於
て
拡
如
何
に
賢
明
に
し
て
加
が
号
誠
一
謎
仁
慈
仁
渉
ら
せ
給
び

女
王
は
賢
明
な
る
レ
オ
ボ
ル
ド
王
、
及
び
忠
誠
翠
芯
な
る
し
事
よ
。
克
己
白
制
の
美
徳
に
宮
ま
せ
ら
れ
、
泉
止
wm

メ
ル
ボ
l

y
卿
の
指
導
を
受
け
食
'
り
し
が
、
千
八
百
四
十
厚
造
次
に
が
も
顛
捕
に
述
式
度
を
脇
ヘ
給
は
ふ
が

J

、
奇
号
黙

年
大
婚
の
事
あ
る
に
及
び
て
、
女
王
の
御
宇
中
最
宅
困
難
争
の
渦
中
に
入
ら
せ
ら
る
、
事
も
な
く
、
英
高
位
を
利

t)9'， 

ス
一
ア
}
ル
夫
人
が
一
千
八
百
O
周
年
四
月
九
日
を
以
て

冥
獄
し
文
其
偉
大
な
る
尖
仁
封
ず
る
追
想
の
筆
(
り
c
P
?

"
の
雪
印
仏
凸
足
・

2
.
R
Z与
を
摘
い
て
ア
ウ
グ
ス
ト
、
ジ
ユ
レ

ー
グ
ル
、
グ
ヰ
ル
へ
ル
ム
、
ブ
オ
ン
、
プ
ン
ボ
ル
ト
及
ば

カ
1
1
y
、
ヰ
グ
ト
ル
、
プ
オ
ジ
、
‘
ボ
シ
ス
テ
ツ
テ
y
依
す
と

共
に
伊
太
利
の
旅
仁
越
い
役
時
、
ジ
ス
モ
シ
ヂ
号
亦
一
行

一
中
に
加
は
っ
ち
此
旅
い
行
は
膿
て
夫
人
の
名
作
コ
リ
y

一(の
0
1
ロロ
ω
0
2
H
S
H
.
2
1」
翁
っ
て
金
一
蹴
の
鴫
采
を
博
せ

…
し
む
る
と
共
に
、
ジ
ス
モ

Y

ヂ
に
取
'
O
丈
は
営
時
の
伊
太

(

九

)

一

利

広

一

於

け

る

第

一

流

の

人

士

と

普

く

相

識

る

の

機

舎

を

得

限
の
五
き
い
、
色
の
黒
い
、
反
歯
で
、
然
活
大
顔
な
、
で
，
心
唱
し
と
と
鋳
つ
犬
。
然
苦
組
必
な
彼
の
母
は
一
一
聞
に
於
て

絶
代
の
才
媛
ス
テ
ー
ル
犬
入
拡
深
(
ジ
ス
モ
Y

ヂ
の
必
を
一
幾
多
の
利
盆
を
共
愛
児
に
輿
ふ
可
き
此
ス
テ
ー
ル
夫
人
と

醇
は
し
め
柱
。
彼
女
の
黒
い
睦
が
天
才
の
光
仁
一
輝
い
て
濃
一
の
選
作
れ
を
喜
兵
と
共
に
、
他
面
仁
於
て
は
甚
し
く
不
安

い
眉
根
ぞ
勤
し
長
く
垂
れ
北
一
政
援
に
波
を
打
せ
て
関
節
な
一
の
念
に
襲
は
れ
大

3

彼
女
は
幾
種
か
線
。
返
し
/
¥
て
脅

く
闘
将
流
麗
の
締
舌
を
一
芥
し
な
崎
、
彼
女
の
醜
貌
は
何
時
一
に
ジ
ヤ
ー
ル
の
弱
鮎
の
み
な
ら
歩
、
其
侶
作
文
る
才
媛
の

し
が
花
の
如
く
美
し
く
輝
台
」
渡
合
文
。
ジ
ス
モ
ン
ヂ
は
彼
山
一
級
紡
を
-
也
邸
中
げ
て
愛
息
を
深
く
戒
む
芯
乙
ぺ
と
を
怠
ら
な
か

女
、
が
一
千
八
百
十
七
年
レ
七
月
十
四
日
五
十
一
歳
を
以
て
巴
つ
柱
。

壁
仁
逝
く
の
日
に
至
る
ま
で
幾
ら
、
ぬ
友
情
を
寄
せ
て
ほ
焔
つ
彼
女
は
一
五
ふ
っ
憶
、
然
ら
ば
御
身
拡
ス
テ
}
ル
夫
人
と
、

北

。

一

共

に

族

立

も

せ

ん

と

ナ

る

に

や

。

御

身

が

彼

女

の

如

き

道

豆
沼
九

局
し
て
私
慾
を
充

3
ん
と
し
給
ふ
乙
と
オ
も
な
く
、
叉
徒

ち
に
快
換
に
耽
ら
ん
が
怨
め
に
一
歩
と
縦
宅
金
一
纏
域
を

越

え

給

ふ

事

な

が

ら

を

。
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